
( 2026年度・薬学部 )

調剤学

[講義]　第１学年　後期　必修　1単位

《担当者名》講師／櫻田　渉

教授／平野　剛　　講師／早坂　敬明　　講師/高村　茂生　　助教/藤崎　博子　　助教/山本 隆弘　　助教/奥田

衣理　　助教/坂東 拓哉　　特別講師/佐々木　弘好

【概　要】

近年、医療の高度化、多様化に伴い医療における薬剤師の役割が大きく変化し、薬剤師業務も多様化してきている。しかし、調

剤業務（正確な調剤）が薬剤師業務の根幹であることは何ら変わらない。本講義では、処方箋に基づいた調剤業務を安全で適切

に遂行出来るようになるために、基本的な薬学的管理、調剤業務の基礎を修得する。

災害時に薬剤師が医療の担い手の一員として、特殊状況下（被災地、被災者）に必要とされる医療、薬学の専門的知識、技術の

必要性を理解する。さらに、災害医療現場で、薬剤師がどのような職能を発揮するか、さらには、口腔ケアの必要性、現場での

多職種連携についても学ぶ。

【学修目標】

☆医療チームの一員として調剤を正確に実施できるようになるために、処方箋授受から服薬指導までの流れに関連する基本的知

識、技能、態度を修得する。

【学修内容】

回 テーマ 授業内容および学修課題 担当者

1 薬剤師の業務と役割（１）

薬剤師の業務と役割（２）

教科書：上（1）　p10～15，38～55

教科書：上（2）p2～9，24～37

●医療の担い手として、常に省察し、自らを高める努

力を惜しまず、利他的に公共の利益に資する行動をで

きる。

●医療、保健、介護、福祉に関わる他の専門職の職能

について理解し、多職種連携における薬剤師の役割や

専門性について説明できる。

●健康に影響を及ぼす環境や生活習慣について理解

し、地域の衛生環境の改善、疾病予防、健康増進にお

ける薬剤師の役割について説明できる。

●薬剤師が薬学的知見を活かす場が多岐にわたること

を理解し、薬剤師の薬学的知見の発揮によって得られ

る成果(アウトカム)を可視化する重要性を認識でき

る。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

B-1-1 2）、B-2-2 1）、B-3-1 1）、B-5-3 1）

奥田 衣理

2 医薬品の定義と管理

教科書：上　p111～136

●医薬品の種類・分類について説明できる。

●劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚醒剤原料等の

管理と取り扱いについて説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

B-4-2 1)、B-4-4 2)、F-3-1 1)

　特別な注意を要する医薬品（劇薬、毒薬、麻薬、向

精神薬、覚醒剤原料、ハイリスク薬、抗悪性腫瘍薬、

特定生物由来製品、放射性医薬品等）の管理と取り扱

い

高村　茂生

3 医療安全

教科書：上　p166～194

●自らのヒヤリハット事例などを振り返り、医療現場

の安全の向上を身につける。

● 医療に関するリスクマネジメントにおける薬剤師

の責任と義務を把握し、医療現場での患者安全の原則

と概念、安全を確保する体制や具体的な方策を説明で

きる。

●医療過誤やインシデント・アクシデント事例を収集

し、要因を解析した上で、発生時や対応時における法

的措置(刑事責任・民事責任)を理解し、医療環境に合

わせた適切な対応と予防策を検討する。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

F-3-3-1、F-3-3-2、F-3-3-3

佐々木　弘好

4 処方箋の記載事項 ●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。 藤崎　博子
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回 テーマ 授業内容および学修課題 担当者

薬袋の記載事項

教科書：下　p9～34,35～55,70,74

●薬袋の必要性を法的根拠に基づいて説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1)

（1）処方箋に記載すべき事項・内容と調剤に関する

基本的事項

5 計数調剤（内用剤、外用剤①）

教科書：下　p56～61,103～108

●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。

●調剤の流れに従って、患者背景ならびに処方された

散剤、水剤、注射剤など医薬品の製剤学的特性に応じ

た基本的な調剤、調剤監査を行い、服薬指導すべき内

容を説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1),3)

(3)内用剤の調剤(計数調剤、計量調剤)と服薬指導

(5)外用剤の調剤と服薬指導

坂東 拓哉

6 計量調剤（散剤）

教科書：下　p62～71

●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。

●調剤の流れに従って、患者背景ならびに処方された

散剤、水剤、注射剤など医薬品の製剤学的特性に応じ

た基本的な調剤、調剤監査を行い、服薬指導すべき内

容を説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1),3)

(3)内用剤の調剤(計数調剤、計量調剤)と服薬指導

山本 隆弘

7 計量調剤（内用液剤・外用薬②）

教科書：下　p72～87,p99～102,

109～112

●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。

●調剤の流れに従って、患者背景ならびに処方された

散剤、水剤、注射剤など医薬品の製剤学的特性に応じ

た基本的な調剤、調剤監査を行い、服薬指導すべき内

容を説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1),3)

(3)内用剤の調剤(計数調剤、計量調剤)と服薬指導

(5)外用剤の調剤と服薬指導

早坂　敬明

8 注射剤調剤

教科書：下　p139～204

●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。

●調剤の流れに従って、患者背景ならびに処方された

散剤、水剤、注射剤など医薬品の製剤学的特性に応じ

た基本的な調剤、調剤監査を行い、服薬指導すべき内

容を説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1),3)

(4)注射剤と輸液の調剤と服薬指導

(6)無菌調製、抗悪性腫瘍(がん)薬調製、調剤薬監査

平野　剛

9 処方箋鑑査・調剤薬鑑査・疑義照会

教科書：下　p35～49,p113～124

●適正な処方箋の記載事項・内容を説明できる。

●患者背景に基づいて、処方された医薬品(処方薬)の

投与量、投与方法、投与剤形の妥当性を評価し、疑義

照会の必要性を説明できる。

●調剤の流れに従って、患者背景ならびに処方された

散剤、水剤、注射剤など医薬品の製剤学的特性に応じ

た基本的な調剤、調剤監査を行い、服薬指導すべき内

容を説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

D-6-1 1)～3)

(2)適正な投与量、投与方法、投与剤形の評価と疑義

照会

(6)無菌調製、抗悪性腫瘍(がん)薬調製、調剤薬監査

櫻田　渉

10 災害医療 ●災害時の薬局の役割について説明できる。 櫻田　渉
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回 テーマ 授業内容および学修課題 担当者

口腔ケア

教科書：上　p317～320,p329～345

●公衆衛生に求められる具体的な感染防止対策を説明

できる

●災害時薬局の役割について説明できる。

災害時における地域の医薬品供給-1

●チーム医療における薬剤師の役割と重要性について

説明できる。

≪関連するモデル・コア・カリキュラム≫

B-4-3-1)-4 F-1-7-11、F-4-1-5、F(5)-②-2、F(5)-④

-1　F(4)-①-1,2、F(5)-④-1

【授業実施形態】

面接授業

※授業実施形態は、各学部（研究科）、学環、学校の授業実施方針による

【評価方法】

期末定期試験（筆記試験：90％）、授業への取り組み態度（10％）により評価する。

フィードバックは個別に対応する。

【教科書】

「新ビジュアル薬剤師実務シリーズ　薬剤師業務の基本　上　第4版」　　羊土社

「新ビジュアル薬剤師実務シリーズ　調剤業務の基本　下　第4版」　　羊土社

【備考】

・定期試験対策として「中間テスト」または「定期試験対策テスト」またはその両方を実施予定（※成績評価対象外）

【学修の準備】

当日の授業範囲を予習し、あらかじめ疑問点等を把握しておくこと。（50分）

教科書、配布プリント、授業ノートを活用して、復習して理解を高めること。（50分）

・3～5回の授業では、予習として講義範囲について教科書を読み、該当するSBOのweb問題を解くこと（40分）。

・3～5回の授業では、復習として正解しなかったweb問題について、教科書、配布プリント等を利用してまとめておくこと（60

分）。

【関連するモデル・コア・カリキュラム】

Ｂ-１-１ 薬剤師に求められる倫理観とプロフェッショナリズム 2)

Ｂ-２-２　多職種連携　1）

Ｂ-３-１　地域の保健・医療　1）

Ｂ-４-２ 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保と薬害の防止 1)

Ｂ-４-３　医薬品等の供給　4）

Ｂ-４-４ 特別な管理を要する医薬品等 2)

Ｂ-５-３　アウトカムの可視化　1）

Ｄ-６-１　処方箋に基づいた調剤 1)～3）

Ｆ-１-１　薬物治療の個別最適化 11）

Ｆ-３-１ 医薬品の供給と管理 1)

Ｆ-４-１ 地域住民の疾病予防・健康維持・増進の推進、介護・福祉への貢献　5）

Ｆ-４-２ 地域での公衆衛生、災害対応への貢献　3）

Ｆ-５-１　医療・福祉・公衆衛生の現場で活動するための基本姿勢

【薬学部ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)との関連】

1. 医療人として求められる高い倫理観を持ち、法令を理解し、他者を思いやる豊かな人間性を有する。　

2. 有効で安全な薬物療法の実践、ならびに人々の健康な生活に寄与するために必要な、基礎から応用までの薬学的知識を修得し

ている。

3. 多職種が連携する医療チームに積極的に参画し、地域的および国際的視野を持つ薬剤師としてふさわしい情報収集・評価・提

供能力を有する。

【実務経験】

平野　剛（薬剤師）、櫻田　渉（薬剤師）、早坂　敬明（薬剤師）、高村　茂生（薬剤師）、藤崎　博子（薬剤師）、山本 隆弘

（薬剤師・保健師・看護師）、奥田 衣理（薬剤師）、坂東 拓哉（薬剤師）、佐々木　弘好（薬剤師）

【実務経験を活かした教育内容】
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教科担当の9名は、病院・薬局の実務経験者である。臨床における病院業務、薬局業務の経験を活かし、具体的な実務薬学につい

て講義をする。

【その他】

この科目は主要授業科目に設定している


